
 

 

同一労働同一賃金時代に対応！ 

社員を育てる「人事制度と評価基準」 
 

 

2020年 11月 

大阪商工会議所西支部 

働き方改革関連法等の労働法制、インボイス制度等の税制度、民法改正等の諸制度改正を受け、

様々な経営力強化テーマに取組み、頑張る企業の応援セミナーです。 

２０２０年４月※から同一労働同一賃金への対応など公正な待遇の確保が求められており、「多

様な人材の活躍を促進する仕組み」が会社を強くするという面からも必要不可欠です。 

また、「法的に問題のない賃金規程・退職金規程」の見直しと併せて、「人事制度と評価基準」

を整備することも大切です。 

本セミナーでは、「シンプルな人事制度構築」と「評価基準の作成と運用」の進め方をわかりや

すく解説いたします。 
    ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は 2021年 4月 1日から 

 

内容 
① パートタイム・有期雇用労働法への対応 

② 賃金規程・退職金規程をどう整備するか？ 

③ 人事制度と評価基準をどう整備するか？ 

④ 人事評価の成否は運用次第 人材育成につなげ会社を強くする 

⑤ 人事制度と評価基準導入に役立つ助成金 

 

◇ 日 時：令和３年２月１８日（木）午後 2 時～４時 

◇ 場 所：大阪トヨペットビル ９階大ホール 
大阪市西区立売堀 3 丁目 1 番 1 号 

◇ 講 師：佐藤労務コンサルティング代表・社会保険労務士  

佐藤 和之 氏 

◇ 受講料：会員：無料 特商・一般：5,000 円（当日お支払いください） 

◇ 定 員：3０名（申込先着順に受付・1 社２名迄の受付とさせていただきます） 

   ※必ずマスクを着用してご参加ください。また、発熱等体調不良の方の受講はご遠慮願います。 

◇ 申込方法：下記参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込み下さい。 

       開講前 1 週間前後に受講票を FAX させていただきます。 

       お申込み後、キャンセルさせる場合は必ずご連絡ください。 
 
■ 主 催 大阪商工会議所 西支部（担当：時岡） 

TEL：0６-６５３９-１６６６ ／FAX：０６-６５３９-１６６８ 

 

  ２／１８(木) 社員を育てる「人事制度と評価基準」 参加申込書  

大阪商工会議所西支部 FAX：0６-６５３９-１６６８ ※切らずにＦＡＸして下さい。 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

事業所名 

（                       ） 
会員番号 
※会員の方のみ 

 

所在地 
〒 

TEL  

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

参加者氏名 

（              ） 

 FAX  

業種  従業員数 人 資本金 万円 
※本事業は大阪府の経営支援事業費補助金の一部を受けて実施しているため、大阪府へ実施報告を致します。ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所から

の各種報告・情報提供二利用させていただくほか、大阪府・講師に参加者名簿として配布いたします。講習会参加の際には、必ずアンケートにご協力い

ただき、事務局までご提出ください。 

 

新型コロナ・環境変化に負けない会社をつくる❕ 

（交通）大阪メトロ 

中央線「阿波座」駅 

➁番出口 徒歩 

東へ１００m 

 


